
 

参加者の有無を確認する公募手続きに係る参加意思確認書の提出を求める公示 

 

令和７年３月４日 

 

北九州市環境局環境監視課 

 

１ 当該公募の趣旨 

  PCB 廃棄物処理事業における安全対策等の情報発信を行うため、外部サイトにホー

ムページ「PCB 処理に関する情報サイト」等を作成し公開を行っている。当サイトは現

行委託事業者のコンテンツ管理システム(WordPress CMS)を基礎とし、カテゴリ抽出機能

の追加などのカスタムを施して作成されたページである。そのため、当サイトを安全か

つ効率的に運用できるのは当該 CMS を熟知しアプリケーションを制作した当該業者で

あること、また、本サーバ保守業務の遂行にあたりシステムを作製した当該業者以外で

は責任区分が不明確となること及びトラブル発生時の原因究明対応が困難になる恐れが

あることなどから、特定の者を相手方とする契約手続きを行う予定としているが、当該

特定の者以外の者で、下記の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確

認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施するものである。 

  公募の結果、応募がない場合、応募があっても３の応募要件を満たすと認められる者

がいない場合、応募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、特定の者と

の随意契約の手続きに移行する。 

  なお、３の応募要件を満たすと認められる者がいる場合は、指名競争入札又は指名型

プロポーザルを実施する予定である。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 PCB 処理に関する情報発信等業務 

（２）業務内容 

ア 「ＰＣＢ処理に関する情報サイト」保守業務 

イ 「ＰＣＢ処理に関する情報サイト」掲載情報更新業務 

ウ 「北九州市環境・コミュニティセンタータッチパネル」掲載情報更新業務 

エ 運用サーバ及びウェブサイトに係るセキュリティ向上作業実施業務 

オ サイト稼働クラウド基盤の構築及び移行 

カ サーバ運用保守業務（随時） 



 

（３）履行期間 令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

 

３ 応募要件 

 （１）基本的要件 

    ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

    イ 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則

（平成７年北九州市規則第１１号）第６条第１項の有資格業者名簿（以下「有

資格業者名簿」という。）に記載されていること。 

    ウ 有資格業者名簿において「Ａ」又は「Ｂ」の等級に格付けされていること、

及び有資格業者名簿に記載されている本店所在地又は受任地が北九州市内であ

ること。 

    エ 本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 

 （２）基本的要件以外の要件 

ア PCB に係る情報発信の知識・経験を有していること 

イ サーバ運用にかかわるクラウド基盤は国内拠点で運用されること 

ウ サーバ運用は再委託を行うことなく業務を滞りなく遂行できること 

エ 管理技術者として次のいずれかの資格を保有又は試験に合格している者（ま

たは同等以上の能力を有すると認められた者）を当該業務に配置できること 

(a) 情報処理安全確保支援士 

(b) 情報処理安全確保支援士試験 

(c) 情報セキュリティスペシャリスト試験 

(d) テクニカルエンジニア（情報セキュリティ）試験 

(e) システム監査技術者試験 

     

４ 手続き等 

 （１）契約担当課（問い合わせ先） 

    住所   北九州市小倉北区城内１番１号 

    担当課名 環境局環境監視課 

    電話番号 ０９３－５８２－２２９０ FAX 番号 ０９３－５８２－２１９６ 

 （２）説明書等の交付期間、場所及び方法 

    ア 交付期間  



 

令和７年３月５日から令和７年３月１８日まで（閉庁日を除く。）の毎日、８

時３０分から１７時１５分まで  

    イ 交付場所 

      （１）に同じ。 

    ウ 交付方法 

      交付場所において配布します。 

    エ 交付書類 

      説明書、参加意思確認書 

 （３）参加意思確認書の提出期間、場所及び方法 

    ア 提出期間  

令和７年３月５日から令和７年３月１８日まで（閉庁日を除く。）の毎日、８

時３０分から１７時１５分まで  

    イ 提出場所 

      （１）に同じ。 

    ウ 提出方法 

      応募者は、「参加意思確認書」に応募要件を満たすことを証する書類を作成

添付し、提出期限までに直接持参すること。 

 （４）その他 

ア 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行う

こととなった当該業務委託の指名競争入札又は指名型プロポーザルを中止する

場合がある。 

    イ 詳細は説明書による。 

 

 

 

コメントの追加 [月本1]: 閉庁日を除き 10 日 

コメントの追加 [月本2]: 交付期間の次の日から閉庁日

を除き 10 日間 


